
 

令和 6年 1月２５日 

北九州市建築都市局 

報道機関各位 

北九州市営住宅の「新婚・子育て世帯の入居枠」を拡充します！ 

～九州の主要都市初！「子育て世帯」 枠は「１８歳未満」まで対象！～ 

    

北九州市では、昨年１１月に「こどもまんなか city 宣言」を実施し、「こどもまんなか社会」の  

実現に向け、北九州市全体で取り組んでいくこととしています。 

その取組の一環として、市営住宅では、子どもを産み、育てやすい住まいを確保できる取組

を強化するとともに、団地コミュニティの維持・活性化を図ることを目的に、「新婚世帯」の入居

枠を拡充、「子育て世帯」の入居枠を新設し、若年新婚世帯や子育て世帯の入居を促進します。 

 

 

 

 

 

１ 「新婚・子育て世帯」の世帯構成要件 

下記の世帯構成要件の他に、収入基準、住宅困窮等の市営住宅の申込要件があります。 

  （１） 新婚世帯   若年世帯向けの拡充 

      夫婦又は夫婦とその子だけの世帯で全員の年齢が39歳以下 かつ  

①もしくは②に該当する世帯 

       ①6カ月以内に入籍できる者  ②婚姻後５年以内である者 

       ※パートナーシップ宣誓書受領証の受領者も申込可 

（２） 子育て世帯  新設 

      18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と同居する世帯 

２ 募集戸数      ９０戸（毎回１５戸程度×年６回）   

３ 入居者の選考   抽選 

４ 開始時期      令和６年2月募集から 

（令和６年2月募集の申込受付は2月 1日（木）～９日（金）） 

５ 申込先       各区役所市営住宅・市公社住宅相談コーナー 

（本入居枠は、窓口受付の他、郵送・インターネットからも申込可） 

 

新  婚 “新婚世帯”要件を、婚姻後「1年未満」→「５年以内」に拡充！ 

新  婚 ３9歳以下の若い新婚世帯を応援！ 

子育て  子の年齢「18歳未満」まで対象！← 九州の主要都市（政令市＋県庁所在地）で初

子育て  戸数枠を設定し、子育て世帯等が入居しやすくなります！ 

【問い合わせ先】 建築都市局住宅管理課  

担当：（課長）篠原、（係長）池田  電話：093-582-2556   
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